
参考資料１

静岡県がん対策推進協議会設置要綱

（目的）

第１条 県民の死因の第１位であるがんに対して、がん対策推進計画に基づきがん対策を総合的

に推進し、健康寿命の延伸や生活の質の向上を図るために、がん対策推進協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は次に掲げる事項について協議する。

(1) がん対策推進計画の策定・進行管理・評価・見直しに関すること。

(2) (1)に基づくがん対策に関すること。

(3) その他がん対策に必要な事項に関すること。

（組織及び役員）

第３条 協議会の委員は、がん対策に関わる行政、医療関係団体、医療保険者、医育機関、医療

を受ける者、その他関係機関・団体の代表等をもって構成し、知事が選任する。

２ 協議会には、会長１名及び副会長２名を置く。

３ 会長は静岡県副知事とし、副会長は会長が指名する。

４ 会長が必要と認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（任期）

第４条 委員の任期は２年とする。

２ 委員は、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（職務及び運営）

第５条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。

２ 会長に事故のあるときは、会長が予め指名する副会長がその職務を代行する。

３ 協議会は公開とする。ただし、個人情報保護又は人権保護の観点から特に必要があると認め

られる場合は、会長は協議会を非公開とすることができる。

（庶務）

第６条 協議会の庶務は、健康福祉部医療局疾病対策課が行う。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成19年９月11日から施行する。

２ この要綱の施行後、協議会の設置時就任した委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわら

ず、平成20年３月31日までとする。

附 則

この改正は、平成22年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和２年４月１日から施行する。


